
議案第８号 

学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事

務取扱規程の一部を改正する訓令 

 上記の議案を提出する。 

令和４年３月８日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に

関する事務取扱規程の一部を改正する訓令 

 学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務

取扱規程（平成12年板橋区教育委員会訓令第６号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１項第３号を次のように改める。 

(3) 東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法第22条の２第１

項第１号の規定に基づき任用される会計年度任用職員（以下「会計

年度任用職員」という。） 

第２条第２項中「第１０条第２項」を「第９条第２項」に改める。 

第３条の見出し中「許可」を「許可等」に改め、同条中「職員」の次

に「（会計年度任用職員を除く。以下同じ。）」を加え、同条に次の１

項を加える。 

２ 会計年度任用職員は、前条第３項各号に掲げる兼業を行おうとする

ときは、あらかじめ別に定める様式により、所属長に兼業の届出を行

わなければならない。 

付 則 

 この訓令は、令達の日から施行する。 

 

（提案理由） 

  地方公務員法の改正により、会計年度任用職員制度が導入され、非

常勤職員は会計年度任用職員へ移行となったため、所要の規定整備を

する必要がある。 
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学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務

取扱規程 

○学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務

取扱規程 

平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会訓令第６号 平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会訓令第６号 

改正 改正 

平成15年８月１日教育委員会訓令第３号 平成15年８月１日教育委員会訓令第３号 

平成16年５月７日教育委員会訓令第３号 平成16年５月７日教育委員会訓令第３号 

平成19年３月30日教育委員会訓令第５号 平成19年３月30日教育委員会訓令第５号 

平成27年３月23日東京都板橋区教育委員会訓令第

８号 

平成27年３月23日東京都板橋区教育委員会訓令第

８号 

平成28年３月30日東京都板橋区教育委員会訓令第

５号 

平成28年３月30日東京都板橋区教育委員会訓令第

５号 

学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務

取扱規程 

学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務

取扱規程 

第１条 省略 第１条 省略 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。 第２条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。 

(１)～（２） 省略 (１)～（２） 省略 

(３) 東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法第22条の２第１項

第１号の規定に基づき任用される会計年度任用職員（以下「会計年度任

用職員」という。） 

(３) 東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法第17条の規定に基

づき任用される非常勤の職員 

２ この規程において「教員等」とは、教育公務員特例法第２条に規定する

者及び教育公務員特例法施行令（昭和24年政令第６号）第９条第２項によ

る準用規定のある者をいう 

２ この規程において「教員等」とは、教育公務員特例法第２条に規定する

者及び教育公務員特例法施行令（昭和24年政令第６号）第10条第２項によ

る準用規定のある者をいう。 

３～４ 省略 ３～４ 省略 

（兼業の許可等） 

第３条 職員（会計年度任用職員を除く。以下同じ。）は前条第３項各号に

（兼業の許可） 

第３条 職員は前条第３項各号に掲げる兼業を行おうとするときは、あらか
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改正後 改正前 

掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により申請

し、兼業の許可を受けなければならない。 

２ 会計年度任用職員は、前条第３項各号に掲げる兼業を行おうとするとき

は、あらかじめ別に定める様式により、所属長に兼業の届出を行わなけれ

ばならない。 

じめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。 

 

第４条～第13条 省略 第４条～第13条 省略 

  

 付 則  

この訓令は、令達の日から施行する。  

 


